
村立幼稚園再編に向けた

課題に対する考え方 【２】

＊教育・保育時間の拡充について ＊昼食の提供について

＊転園に伴う園児や保護者への影響の緩和策について

＊今後の予定について

令和３年３月

東海村 福祉部 子育て支援課
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教育・保育時間の拡充について

預かり保育は，就労に限り午後６時まで実施します。

 現在，石神幼稚園及び須和間幼稚園では，預かり保育を試行的に就労に限り午後６時まで実施しています。

 統合後の村松幼稚園でも，預かり保育は就労に限り午後6時まで実施します。

※登園開始時間の見直しについては，引き続き検討

 あわせて，預かり保育の申請手続方法についても，利用しやすいよう見直しを行っていきます。
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通常登園時間（8：40～）

17:00 18:00

正規の保育時間 預かり保育 預かり保育

7:30 8:30 9:00 14:30

就労に限り
～18：00



昼食の提供について①

ご家庭からお弁当を持参していただく日と

園から昼食（お弁当又は給食）を提供する日を組み合わせて行います。

 園児にとって保護者の方による手作りのお弁当は，家庭の味に触れるとともに，家族の愛情を感じることができる大

切な機会です。

 しかし，お弁当は，子どものことを考えると食べられるものや好きなものという観点で作られるものが多く，栄養の偏り

や好き嫌いの問題などが残る恐れもあります。

 また，保護者の皆様からはお弁当を作ることを負担に感じる声も多く寄せられています。

 村では，ご家庭から持参していただくお弁当も大切にしていきながらも，保護者の負担軽減や園児の好き嫌いの解

消，食育などの観点から，週に数回，園からの昼食の提供を行っていきます。

3



昼食の提供について②

栄養バランスを考慮し，安全・安心な昼食の提供に努めます。

 村で昼食を提供するにあたっては，子どもの成長のための栄養源と一日を活動するためのエネルギー源として，バラン

スのよい食事となるよう努めます。

 昼食の提供方法につきましては，安全・安心でおいしい昼食の提供ができるよう，学校給食との連携や民間事業

者の活用等，様々な手法を検証していきます。
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転園に伴う園児や保護者への影響の緩和策について

環境の変化に伴う園児や保護者の心理的不安を和らげ，

園生活が楽しく送れるような取組みを進めていきます。

 統合前の段階から園児や保護者の事前交流を行ったり，保育参観や幼稚園説明会などを通じて，村松幼稚園へ

の転園後も園生活が楽しく送れるような取組みを進めていきます。

（例：一日体験入園，行事の共同実施，園庭開放など）

 転園の際も，転園前の園児の様子をよく知る幼稚園教諭の継続配置や使い慣れた教材の移設のほか，カウンセ

ラー等による相談体制の確保などにも配慮していきます。
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今後の予定について

※ これまで各園で取り組んできた事業，地域との交流活動や自然を生かした体験活動等の継承や，就学に向けた各入学先小学校との幼
小連携，幼稚園の統合に向けた職員体制，園児の受入れ体制などについては，引き続き協議・検討を行っていきます。
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令和３年４月

村立幼稚園再編に向けた対応方針（案）についての意見交換会開催

▶４月27日（火）午前10時～ 於：石神コミュニティセンター （対象学区：石神・村松・白方）

▶４月30日（金）午前10時～ 於：東海文化センター （対象学区：照沼・中丸・舟石川）

※対象地区の日程での参加が困難な場合は，別日程にご参加ください。

令和３年５月～６月頃

村立幼稚園再編に向けた対応方針についての説明会開催


